
 

 

令和８年度別府市高校生サマースクールプログラム 

参加者募集要領 

 

本事業は海外での異文化体験や、探究活動を伴う留学を推奨することにより、多様な経験と自ら考え行動で

きるような越境体験の機会を提供します。別府市と姉妹都市である英国バース市またはニュージーランドロト

ルア市での滞在を通じて現地の文化を学ぶだけでなく、国際的視野を広げ、将来の別府市、日本を担うグロー

バル人材の育成を目的とし、市内在住の高校生の短期留学を支援します。 

 

１ 主催  

   別府市国際交流推進協議会／別府市 

２ 留学期間 

   令和８年７月１８日（土）～８月９日（日） 

※現在調整中であるため変更になる可能性があります。 

３ 留学先 

   英国バース市・ニュージーランドロトルア市 

４ 募集人員 

   合計８名以内・各国最大６名（予定人数に満たない場合でも実施します） 

５ 活動内容 

   ホームステイ、現地学校での語学学習、交流、文化探究、市庁舎訪問、市内見学等（予定） 

  《参考：令和７年度参加者スケジュール》 

 

※サマースクール受講中に課外活動として文化探求や市庁舎訪問、市内見学を行っています。 



 

 

６ 参加資格 

  ・別府市に在住し、大分県内高等学校に在籍する学生  

※英国バース市のみサマースクール最終日時点で１７歳まで（語学コース受入れが１７歳までのため） 

  ・心身ともに健康で、海外派遣に耐えられ生活面で自己管理ができること 

  ・本事業への参加を本人が希望し、保護者の同意が得られること  

・英検３級程度の英語能力を有すること（※二次選考の面接で審査します） 

  ・別府市を代表する派遣生徒として規律ある行動と団体生活ができること 

  ・事前研修、出発式、帰国報告会等に出席できること 

・参加後、同事業のＯＢ・ＯＧとして、別府市国際交流推進協議会および別府市が開催する姉妹

都市交流事業や国際交流活動に積極的に参加できること 

・国籍不問 

※日本国籍でない場合等の出入国手続き及び査証申請等については自身で手配できること。 

 

７ 参加者負担金 

（１）３５万円（３５万円を超える渡航費用、現地で係る費用はこちらで補助します。）  

     ※参加負担金の免除について 

       意欲ある生徒が、家庭の経済状況に関わらず参加できる環境を整えるため、以下の

対象者は参加負担金の半額（１７万５千円）の免除を申請することができます。ただ

し、申請を強制することはありません。 

       また選考後、参加決定者に手続き方法を案内しますので、参加申し込み時点での手

続きはございません。  

       生活保護法第６条第２項に規定する要保護者 

       保護者等（親権者等）全員の住民税所得割が非課税 

 

（２）下記費用に関しては各自で負担していただきます。 

・自身の探求や学習のために係る費用 

 ・パスポート取得に係る費用 

 ・海外旅行保険加入（加入必須）に係る費用 ※約 10,000 円前後 

  ・海外旅行保険適用外の傷病、損害に係る費用 

  ・その他小遣い、ホストファミリーへのお土産等、個人が私的に使う費用 

  ・国籍により査証が必要な場合、取得に係る費用 

 

８ 申込方法 

以下の書類を４月２０日（月）１７：００（必着）までに提出すること（提出方法は９にて記載） 

（１）参加申込書（別紙様式①） 

（２）参加意向を記載したプレゼン資料（Ａ４用紙・５枚以内） 

※様式は問いませんが、データで提出する場合は Excel、Word、PowerPoint、PDF に限り

ます。二次選考でプレゼン資料について質問をする場合があります。 



 

 

  【テーマ】①～④いずれかを選択 

   ①「温泉都市の比較研究」テーマ 

    バース×別府、ロトルア×別府の都市比較から学ぶ持続可能な観光と地域づくり 

《例》 

・温泉文化を持つ都市同士の比較（歴史、活用法、観光政策など） 

・持続可能な観光として別府で取り組めそうなこと 

・多文化共生や環境保全の取り組みの違い 

・帰国後、別府にどう還元できるか 

 

   ②「異文化コミュニケーション実践」テーマ 

    言葉の壁を越えて：英国/ＮＺでの実体験を通じた多様性理解と共生社会への提案 

《例》 

・留学中に実践する具体的なコミュニケーション計画 

・多文化社会（英国の歴史的背景、NZ のマオリ文化など）から学びたいこと 

・別府の外国人観光客・在住外国人との関わりにどう活かすか 

・言語学習だけでない「理解と共生」の探究 

 

   ③「SDGs×地域資源活用」テーマ 

    英国/ＮＺの先進事例に学ぶ：別府の自然・文化資源を活かした SDGs 実現への道筋 

《例》 

・訪問先の SDGs達成に向けた具体的取り組みの調査計画 

・別府の地域資源（温泉、自然、食、伝統文化など）を考える 

・環境保護と経済発展の両立事例の研究 

・帰国後の実行可能なアクションプラン 

 

     ④「その他自身の興味のあること」テーマ 

      あなたの情熱が世界と別府をつなぐ：英国/ＮＺでの学びから創る未来 

《例》 

・英国の劇場文化/NZの先住民アートと別府の文化振興 

・スポーツツーリズムの事例研究 

・英国/ＮＺと日本の建築様式の違いから学ぶこと 

 

（３）同意書（別紙様式②） 

（４）在学証明書（様式は問いません） 

（５）住民票 

なお、英国とニュージーランドの併願も可能です。併願の場合はそれぞれの国に対してのプレゼ

ン資料を作成し提出してください。 

 



 

 

 

９ 提出方法 

  （１）電子メール （提出先メールアドレス：int-ma@city.beppu.lg.jp ） 

  （２）郵送及び持参 

  （３）電子申請 （https://logoform.jp/form/ktEY/1451488  

 

１０ 選考スケジュール・選考方法 

 実施期間・実施日 結果発送 

申込受付 ４月１日（水）～４月２０日（月）  

一次選考（提出書類審査） 申込受付終了～４月２７日（月） ４月２７日～ 

二次選考（面接選考） ５月１７日（日） ５月下旬 

 

■一次選考 

 提出書類８（１）～（２）による一次選考を実施します。選考結果は、５月上旬までに申込者

全員に郵送にて通知します。一次選考通過者には、二次選考の詳細をお知らせします。 

  ■二次選考 

   ５月１７日（日）に面接（日本語・英語）による二次審査を実施します。選考結果は５月下旬

に全員に郵送にて通知します。 

※８（３）で提出いただく同意書に添って、全ての選考の内容、結果や詳細等についての問い

合わせには一切応じませんのでご了承ください。 

 

１１ 事前研修・事前説明会等 

  プログラム参加者は以下のすべてに参加していただきます。 

 内容 日程（予定） 

事前説明会 スケジュールや渡航に係る手続き等の案内 令和８年５月下旬 

事前研修 合計５回予定（英会話研修・現地スタッフとオ

ンライン顔合わせ等） 

令和８年６月～ 

出発式 別府市長を訪問 令和８年７月中旬予定 

帰国報告会 別府市長へ成果報告 実施日未定 

※開催日時、会場等詳細は決定後に該当者へ通知します。 

 

１２ その他 

  ・応募書類は返却いたしません。 

  ・応募者の個人情報は、4本事業に関する目的以外には利用しません。 

  ・選考内容および選考結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。 

  ・派遣生徒には、帰国後に派遣の成果を報告書にまとめて提出してもらいます。 

  ・報告書や本事業の様子を収めた写真を、別府市のホームページや SNS、市報等に掲載すること

があります。その際、派遣生徒の氏名、学校名、学年を公表することがあります。また、メデ
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ィアの取材を受けることがあります。 

  ・悪天候や感染症、世界情勢等の影響により、事業内容の変更、もしくは派遣を中止する場合が

あります。 

・派遣期間中に発生した不慮の事故等については、海外旅行保険の範囲内での補償となります。 

・国内の空港まで職員が帯同しますが飛行機には搭乗しません。到着後は、現地スタッフが各活

動のサポートをします。 

  ・派遣期間中に通学日があった場合の出欠取り扱いについては、各校毎の判断によります。 

（各学校へお問合せください） 

  ・調整中の内容を含むため行程が中止・変更となる可能性があります。 

 

 １３ 参加決定取消し又は参加中止 

  （１）採用の取消し 

   参加決定者の応募書類の内容に虚偽があることが認められた場合は、参加決定を取り消し、

既に手配された内容のキャンセル料を請求することがあります。 

  （２）参加の中止 

   参加決定者が以下のいずれかの事項に該当すると認められた場合は、参加を中止し、既に支

給している渡航費や現地費用の全部又は一部の返納を求めることがあります。 

    ①参加資格に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合 

    ②同意書の記載内容を尊守しなかったことが判明した場合 

    ③学業不振や素行不良等が極めて顕著である場合又は受入れ機関若しくは現地にて相応の

処分等を受けた場合 

    ④当初提出の計画に大幅な変更が生じている場合 

    ⑤各種申請書類の内容に虚偽があることが認められた場合 

    ⑥その他、参加決定者としての責務を怠り、適当でないと認められた場合 

 

 １４ 問い合わせ先 

   別府市国際交流推進協議会事務局 

（別府市文化国際課内 平日午前８時３０分～午後５時） 

   住所：別府市上野口町１－１５（市役所４階） 

   電話：０９７７-２１-１１３１（直通） 

   e-mail：int-ma@city.beppu.lg.jp 


